
　

５
年
に
一
度
の
公
的
年
金
の
財
政
検
証
が
昨
年
７
月
に
公
表
さ
れ
た
の
を

受
け
て
、
２
０
２
５
年
の
年
金
制
度
改
正
に
向
け
た
議
論
が
、
社
会
保
障
審

議
会
年
金
部
会
に
お
い
て
本
格
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
今
回
は
幅
広
い
改

革
課
題
が
議
論
さ
れ
、
12
月
27
日
に
「
議
論
の
整
理
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
。
現
在
、
厚
生
労
働
省
で
改
正
法
案
を
作
成
中
で
あ
り
、
３
月
初
旬
に
は

通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
。
年
金
制
度
改
革
の
動
向

と
課
題
に
つ
い
て
概
要
を
報
告
す
る
。
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厚
生
年
金
に
未
加
入
の
短
時
間
労
働
者
の
多
く
は
女
性
が
占
め
て
い
る
が
、

国
民
年
金
・
基
礎
年
金
の
み
で
老
後
を
迎
え
る
よ
り
も
、
厚
生
年
金
に
加
入

す
る
期
間
を
長
く
し
た
方
が
老
後
の
生
活
に
は
有
利
だ
。
ま
た
、
公
的
年
金

の
支
え
手
を
増
や
す
こ
と
が
年
金
財
政
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

間
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
２
０
１
２
年
の
制
度

改
正
で
は
、
週
労
働
時
間
20
時
間
以
上
、
月
額
賃
金
８
・
８
万
円
以
上
、
勤

務
期
間
１
年
以
上
見
込
み
、
学
生
は
適
用
除
外
、
従
業
員
５
０
０
人
超
規
模

の
企
業
の
５
つ
の
要
件
が
設
け
ら
れ
、
２
０
１
６
年
10
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

■
企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
は
２
０
３
５
年
へ
先
送
り

　

企
業
規
模
要
件
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
２
年
10
月
か
ら
１
０
０
人
超
規
模
、

２
０
２
４
年
10
月
か
ら
50
人
超
規
模
に
拡
大
さ
れ
た
。
年
金
部
会
の
議
論
の

整
理
で
は
、
「
労
働
者
の
勤
め
先
や
働
き
方
、
企
業
の
雇
い
方
に
中
立
的
な

制
度
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
撤
廃
す
る
方
向
で
概
ね
意
見
が
一
致
」
し
た
。

撤
廃
が
実
現
す
れ
ば
、
適
用
対
象
が
70
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

本
年
１
月
下
旬
に
、
厚
生
労
働
省
が
与
党
に
示
し
た
案
は
、
２
０
２
７
年

10
月
か
ら
企
業
規
模
要
件
を
段
階
的
に
引
き
下
げ
（
図
表
１
）
、
２
０
３
５

年
10
月
か
ら
企
業
規
模
要
件
を
撤
廃
す
る
と
し
た
。
自
民
党
内
の
零
細
企
業
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へ
の
配
慮
を
求
め
る
意
見
を
踏
ま
え
、
当
初
予
定
し
た
２
０
２
９
年
か
ら
６

年
間
先
送
り
し
た
。
し
か
し
、
企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
ま
で
時
間
が
か
か
り

過
ぎ
て
お
り
、
経
過
期
間
を
よ
り
短
縮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

■
賃
金
要
件　
月
額
８
・
８
万
円
（
１
０
６
万
円
の
壁
）
は
撤
廃
へ

　

賃
金
要
件
に
つ
い
て
は
、
年
金
部
会
の
議
論
の
整
理
で
は
、
撤
廃
す
る
方

向
で
概
ね
意
見
が
一
致
し
た
。
実
態
と
し
て
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
週
労
働
時
間
20
時
間
以
上
を
勤
務
す
れ
ば
、
月
額

８
・
８
万
円
以
上
を
満
た
す
地
域
や
事
業
所
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
こ
と
に
伴
う
対
象
者
数
は
１
１
０
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

　

厚
生
労
働
省
が
与
党
の
会
議
で
説
明
し
た
見
直
し
案
で
は
、
賃
金
要
件
の

撤
廃
は
、
「
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
３
年
以
内
に
政
令
で
定
め
る
日
」
か
ら

施
行
と
し
て
い
る
。

■
個
人
事
業
所　
新
規
で
規
模
５
人
以
上
の
場
合
に
適
用
拡
大

　

法
人
の
場
合
、
従
業
員
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
事
業
所
で
被
用

者
保
険
の
強
制
適
用
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
事
業
所
に
つ
い
て
は
、

従
業
員
５
人
以
上
に
限
ら
れ
て
い
る
上
、
法
定
17
業
種
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

常
時
５
人
以
上
を
雇
用
す
る
個
人
事
業
所
で
被
用
者
保
険
が
適
用
さ
れ
て
い

な
い
対
象
者
は
、
短
時
間
労
働
者
を
含
め
て
20
万
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

年
金
部
会
の
議
論
の
整
理
で
は
、
「
常
時
５
人
以
上
を
雇
用
す
る
個
人
事

業
所
の
非
適
用
を
解
消
す
る
方
向
で
概
ね
意
見
が
一
致
」
し
た
。
与
党
の
会

議
で
示
さ
れ
た
厚
生
労
働
省
案
で
は
、
新
規
の
５
人
以
上
の
事
業
所
に
つ
い

て
は
、
２
０
２
９
年
10
月
か
ら
施
行
と
さ
れ
た
が
、
既
存
の
事
業
所
に
つ
い

て
は
「
適
用
拡
大
の
施
行
状
況
も
踏
ま
え
て
検
討
」
と
適
用
を
先
送
り
さ
れ

た
。
ま
た
、
今
回
の
見
直
し
か
ら
外
さ
れ
た
５
人
未
満
の
個
人
事
業
所
に
つ

い
て
は
、
対
象
者
が
70
万
人
い
る
。
将
来
に
む
け
た
検
討
課
題
と
さ
れ
た
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
等
と
あ
わ
せ
て
、
勤
労
皆
保
険
の
実
現
に
む
け
て
前
向
き
な
対

応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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65
歳
以
降
、
働
き
な
が
ら
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人
の
数
は
、
２
０
２
２

年
度
末
で
３
０
８
万
人
と
な
っ
て
い
る
。
賃
金
と
年
金
の
合
計
額
（
基
礎
年

金
は
対
象
外
）
が
50
万
円
（
２
０
２
４
年
度
）
を
上
回
る
場
合
は
、
賃
金
２

に
対
し
年
金
１
が
支
給
停
止
と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
高
齢
者
の
就
業
意
欲
を

削
い
で
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
年
金
部
会
で
は
、
①
基
準
額
を
62
万
円

に
引
き
上
げ
、
②
71
万
円
に
引
き
上
げ
、
③
支
給
停
止
の
撤
廃
の
３
案
が
示

さ
れ
た
。

　

厚
生
労
働
省
が
与
党
の
会
議
で
説
明
し
た
見
直
し
案
で
は
、
支
給
停
止
基

準
額
を
現
行
の
50
万
円
か
ら
62
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
、
施
行
日
は

２
０
２
６
年
４
月
を
想
定
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
年
金

を
減
額
さ
れ
る
人
が
少
な
く
な
る
た
め
に
年
金
財
政
の
支
出
が
増
え
る
こ
と

と
な
る
。
所
得
代
替
率
へ
の
影
響
は
▲
０
・
２
％
（
報
酬
比
例
部
分
）
と
試

算
さ
れ
て
い
る
。
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年
金
改
正
法
案
　
今
国
会
に
提
出
へ

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
・
勤
労
者
皆
保
険
な
ど
が
課
題

図表１　被用者保険の適用要件の現行と見直しの方向

適用要件の種類

企業規模要件

賃金要件

５人以上の
個人事業所

５人未満の
個人事業所

フリーランス
等

複数事業所に勤務

労働時間要件

学生除外要件

従業員50人超

月額賃金8.8万円以上

非適用

非適用

非適用

今回は見直しを行わない

中長期的な課題として引き続き検討

引き続き検討

週20時間以上 今回は見直しを行わない

今回は見直しを行わない

2027年10月～ 従業員35人超

2029年10月～ 従業員20人超

2032年10月～ 従業員10人超

2035年10月～ 企業規模要件を撤廃

現行 見直しの方向（注）

適
用
事
業
所
の
拡
大

適
用
事
業
所
の
拡
大

① 常時１人以上使用さ
れる者がいる法人事業
所（１人社長も含む）

② 常時５人以上使用さ
れる者がいる個人の事
業所（法定17業種）

出所：高橋俊之.“年金制度改正法案に向けた議論”.日本総研HP.2025-01.https://www.jri.co.jp/

　　　MediaLibrary/file/report/other/pdf/15546.pdf、（2025年２月３日アクセス）、を基に地

　　　公退作成

（注）見直しの方向は、本年１月下旬に開かれた与党の会議（自由民主党社会保障制度調査会年金委

　　　員会、公明党年金制度委員会）において、厚生労働省が提示した改正案である。

労働時間等を合算して、
被用者保険の適用を判断
していない

・新規事業所→2029年10月から被用者保険
を適用する

・既存事業所→経過措置として当面期限を
定めず、任意包括適用の活用を促しつ
つ、適用拡大の施行状況も踏まえて検討

賃金要件を撤廃（法律の公布日から３年
以内に政令で定める日～）
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標
準
報
酬
月
額
の
上
限
の
見
直
し　

　

標
準
報
酬
月
額
の
上
限
は
、
現
在
65
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
年
金
部
会
の

議
論
の
整
理
で
は
、
「
上
限
該
当
者
は
、
負
担
能
力
に
対
し
て
相
対
的
に
軽

い
保
険
料
負
担
と
な
っ
て
い
る
中
、
…
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る

観
点
や
…
所
得
再
分
配
機
能
の
強
化
の
観
点
か
ら
、
…
新
た
な
等
級
を
追
加

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
概
ね
意
見
は
一
致
」
と
さ
れ
た
。

　

年
金
部
会
で
は
、
①
75
万
円
案
、
②
79
万
円
案
、
③
83
万
円
案
、
④
98
万

円
案
の
４
案
が
示
さ
れ
た
が
、
厚
生
労
働
省
は
、
与
党
の
会
議
に
お
い
て
上

限
等
級
を
75
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
提
示
し
た
（
施
行
日
は
２
０
２
７

年
９
月
を
想
定
）
。
上
限
を
75
万
円
に
引
き
上
げ
た
場
合
、
所
得
代
替
率
へ

の
影
響
は
＋
０
・
２
％
（
報
酬
比
例
部
分
）
と
試
算
さ
れ
、
年
金
財
政
へ
の

プ
ラ
ス
効
果
が
示
さ
れ
た
。

 

基
礎
年
金
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付
調
整

　

少
子
高
齢
化
の
進
展
と
年
金
保
険
料
率
の
上
限
を
18
・
３
％
に
固
定
し
た

こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
将
来
の
年
金
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
が
悪
化
す
る
の
を
防

ぐ
た
め
、
年
金
の
給
付
水
準
を
財
源
の
範
囲
内
に
自
動
調
整
す
る
方
策
と
し

て
、
２
０
０
４
年
に
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
デ
フ
レ
経
済
が
長
引
き
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
発
動
さ
れ

な
い
こ
と
が
続
い
た
た
め
、
基
礎
年
金
の
給
付
調
整
期
間
が
長
期
化
し
、
基

礎
年
金
の
水
準
低
下
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

年
金
部
会
の
議
論
の
整
理
で
は
、
「
…
将
来
の
水
準
確
保
に
向
け
、
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
早
期
終
了
の
措
置
に
関
し
て
、
上
記
の
経
済
が
好
調
に

推
移
し
な
い
場
合
に
発
動
さ
れ
う
る
備
え
と
し
て
の
位
置
づ
け
の
下
、
さ
ら

に
検
討
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
５
年
後
の
次
期
改
正
に
む
け
た

課
題
と
し
て
見
直
し
は
持
ち
越
し
と
な
っ
た
。

 

時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
制
度
の
見
直
し

　

我
が
国
の
年
金
制
度
の
中
に
は
男
性
を
主
た
る
家
計
の
担
い
手
と
す
る
古

い
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
で
は
、
共
働
き
世
帯
が
増
え
る
中

で
、
時
代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
制
度
の
見
直
し
が
議
論
さ
れ
た
。

■
遺
族
厚
生
年
金　
制
度
上
の
男
女
差
の
解
消
等
を
は
か
る

　

厚
生
年
金
の
加
入
者
が
死
亡
し
た
際
、
20
代
か
ら
50
代
の
子
の
な
い
配
偶

者
が
受
け
取
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、
死
別
時
に
30
歳
未
満
の
妻
に
は
有
期
給

付
、
30
歳
以
上
の
妻
に
は
期
限
の
定
め
の
な
い
終
身
の
給
付
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
配
偶
者
が
夫
の
ケ
ー
ス
で
は
、
給
付
が
55
歳
以
上
で
の
死
別
に
限

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
で
も
、
60
歳
未
満
は
支
給
停
止
さ
れ
る
仕
組
み

で
あ
り
、
制
度
上
の
大
き
な
男
女
差
が
残
っ
て
い
る
。

　

厚
生
労
働
省
の
見
直
し
案
は
、
20
代
か
ら
50
代
に
死
別
し
た
子
の
な
い
配
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偶
者
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
を
、
男
女
と
も
原
則
５
年
間
の
有
期
給
付
と

し
て
男
女
差
を
解
消
す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

様
々
な
配
慮
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

■
子
の
加
算
と
配
偶
者
の
加
給
年
金
の
見
直
し

　

子
の
加
算
に
つ
い
て
は
、
障
害
基

礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
の
子
に
係

る
加
算
や
老
齢
厚
生
年
金
の
加
給
年

金
が
あ
る
が
、
第
３
子
以
降
の
子
へ

の
加
算
額
は
第
１
子
・
第
２
子
へ
の

加
算
額
に
比
べ
て
少
な
く
な
っ
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
の
見
直
し
案
で
は
、

次
世
代
育
成
に
む
け
て
、
第
１
子
・

第
２
子
と
第
３
子
以
降
の
支
給
額
が

一
律
と
な
る
よ
う
に
改
め
る
と
し
て

い
る
。

　

老
齢
厚
生
年
金
に
お
け
る
配
偶
者

に
係
る
加
給
年
金
に
つ
い
て
は
、
年

金
部
会
の
議
論
の
整
理
で
は
、
「
社

会
状
況
の
変
化
等
に
よ
り
そ
の
役
割

が
縮
小
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

将
来
的
な
廃
止
も
含
め
て
見
直
す
方

向
性
に
つ
い
て
は
概
ね
意
見
が
一

致
」
し
た
。
厚
生
労
働
省
の
見
直
し

案
は
、
図
表
２
の
と
お
り
年
額
を
引

き
下
げ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
受
給
者
は
見
直
し
の
対
象
と
は

し
て
い
な
い
。

■
第
３
号
被
保
険
者
制
度

　

年
金
部
会
の
議
論
で
は
、
第
３
号
被
保
険
者
制
度
に
対
す
る
評
価
は
様
々

で
あ
り
、
次
期
改
正
に
お
け
る
制
度
の
あ
り
方
の
見
直
し
や
将
来
の
見
直
し

の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。
当
面
の
取
り
組
み

の
方
向
性
と
し
て
は
、
引
き
続
き
被
用
者
保
険
の
適
用
を
拡
大
し
て
い
く
こ

と
に
よ
り
、
第
３
号
被
保
険
者
制
度
の
縮
小
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
基
本
と

な
っ
て
い
る
。
今
回
の
改
正
で
は
、
見
直
し
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

 

基
礎
年
金
の
拠
出
期
間
の
延
長
（
45
年
化
）

　

現
行
の
基
礎
年
金
制
度
は
、
保
険
料
を
支
払
う
期
間
が
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
40
年
間
で
、
年
金
を
受
給
で
き
る
の
は
65
歳
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
年

金
部
会
の
議
論
整
理
で
は
、
「
全
体
的
に
所
得
代
替
率
が
改
善
し
た
こ
と
や
、

基
礎
年
金
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
早
期
終
了
や
被
用
者
保
険
の
適
用
拡

大
な
ど
基
礎
年
金
の
給
付
水
準
の
向
上
に
資
す
る
他
の
事
項
も
検
討
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
…
基
礎
年
金
の
拠
出
期
間
の
５
年
延
長
は
行
わ
な
い
こ
と
と

し
、
本
部
会
に
お
い
て
詳
細
な
制
度
設
計
に
つ
い
て
は
議
論
し
な
か
っ
た
」

と
し
て
い
る
。

　

き
わ
め
て
残
念
な
結
果
と
な
っ
た
が
、
平
均
余
命
と
働
く
期
間
が
延
び
て
、

現
行
制
度
は
時
代
に
あ
わ
な
く
な
っ
て
お
り
、
拠
出
期
間
の
45
年
化
は
５
年

後
の
改
正
の
最
重
要
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

 

２
０
２
５
年
度
の
年
金
額
の
改
定　
１
・
９
％
の
引
き
上
げ
へ

　

１
月
24
日
、
厚
生
労
働
省
は
、
２
０
２
５
年
４
月
か
ら
年
金
額
を
１
・

９
％
引
き
上
げ
る
こ
と
を
公
表
し
た
。
２
０
２
５
年
度
の
年
金
額
の
改
定
は
、

賃
金
変
動
率
が
物
価
変
動
率
を
下
回
っ
た
た
め
、
賃
金
変
動
率
を
使
っ
て
改

定
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
２
０
２
５
年
度
の
賃
金
改
定
率
は
＋
２
・
３
％
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
は
▲
０
・
４
％
と
算
出
さ
れ
た
。

　

前
年
同
様
に
、
賃
金
・
物
価
変
動
率
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
た
め
、
今
回
も

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
２
０
２
５
年
度

の
年
金
額
改
定
は
、
賃
金
改
定
率
＋
２
・
３
％
か
ら
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

調
整
率
▲
０
・
４
％
を
差
し
引
い
た
、
＋
１
・
９
％
と
な
っ
た
。
年
金
額
は

増
え
る
も
の
の
、
物
価
や
賃
金
の
伸
び
に
は
追
い
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
実

質
的
に
目
減
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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図表２　その他の主な改革課題の現行と見直しの方向

改革課題

75万円65万円

現行 見直しの方向（注）

出所：高橋俊之.“年金制度改正法案に向けた議論”.日本総研HP.2025-01.https://www.jri.c

　　　o.jp/MediaLibrary/file/report/other/pdf/15546.pdf、（2025年２月３日アクセス）、

　　　を基に地公退作成

（注）①～③の見直しの方向は、本年１月下旬に開かれた与党の会議（自由民主党社会保障制

　　　度調査会年金委員会、公明党年金制度委員会）において、厚生労働省が提示した改正

　　　案である。

支給停止基準額を現行の50万円から
62万円に引き上げることとし、施行
日は2026年４月を想定

マクロ経済スライドの早期終了を発
動するかどうかは、経済情勢及び安
定財源の確保の状況等を踏まえて、
次期財政検証（2029年予定）後に判
断の上、別に法律で定める年度以降
の発動とすることを法案上に規定す
る

・男女とも原則５年間の有期給付と
して年齢要件に係る男女差を解消

・配慮が必要な場合、５年目以降も
継続して受給可能（継続給付）

・有期給付拡大に伴う配慮措置
・妻の有期給付への移行は、足下の

見直しは40歳未満。20年かけて60
歳未満に引き上げ

・制度に対する評価は様々。年金部
会として意見はまとまらなかった

・引き続き、被用者保険の適用拡大
を進めていくことにより、第３号
被保険者制度の縮小を進めていく
ことが方向性となる

基礎年金の給付水準の向上を確保する
ために自然かつ有効で意義のある方策
であると考えられる。引き続き、議論
を行うべきである

子の人数にかかわらず、加算額を一律
281,700円に引き上げる（第２子まで
の年額から20％増額）

年額367,200円に引き下げる（10％の
減額）

①在職老齢年
金制度の見
直し

②標準報酬月
額の上限

③基礎年金の
マクロ経済
スライドに
よる給付調
整の早期終
了

④20代から50
代に死別し
た子のない
配偶者に対
する遺族厚
生年金

⑤子の加算の
見直し

⑥配偶者加給
年金の見直
し

⑦第３号被保
険者制度

⑧基礎年金の
拠出期間の
延長（45年
化）

賃金と年金の合計額（基礎年
金は対象外）が支給停止の基
準額（2024年度は50万円）を
上回る場合は、賃金２に対し
年金１を停止

過去30年投影ケースでは、報
酬比例部分（２階）の給付調
整が2028年度の終了見込みで
ある中で、基礎年金は2052年
度まで調整による水準低下が
続く見込み

第１子・第２子の加算額は年
額234,800円、第３子以降は
78,300円（2024年度額）

年額408,100円（2024年度額）

国民年金の加入者のうち、厚
生年金の第２号被保険者に扶
養されている20歳～60歳の配
偶者が対象で、保険料納付が
必要なく、本人名義の年金が
支給される

現行の基礎年金の拠出期間
は、20歳から60歳までの40年
間が上限となっている

死別時に30歳未満の妻には有
期給付、30歳以上の妻には期
限の定めのない終身の給付。
一方、夫に対しては55歳以上
での死別に限定されており、
その場合でも、60歳未満は支
給停止される仕組み


